
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発行為 建築等行為 

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行お

うとする場合 

・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 

・建築物を開発し、誘導施設を有する建築物とする場合 

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とす

る場合  
1

長万部町立地適正化計画 概要版（令和３年(2021年)９月） 
計画の概要 

長万部町では、令和2（2020）

年度に「第4次長万部町まちづくり

総合計画」及び「長万部都市計画マ

スタープラン」を策定し、今後の都

市の抱える課題と新幹線駅開業と

いう大きな転換期を見据えたまち

づくりの方針を示しています。 

一方、国においては、平成26

（2014）年8月に施行された「都

市再生特別措置法等の一部を改正

する法律」において、コンパクトシ

ティ・プラス・ネットワークの考え

方を基に、都市機能の集約と公共交

通の充実等による持続可能な都市

を目指した「立地適正化計画」が制

度化されました。 

こうした背景から長万部町においても、第4次長万部町まちづくり総合計画における理念と長万部都市計画マ

スタープランにおけるまちづくりの方針を踏まえ、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等の都市機能の誘導

方針や区域を設定し、当町の20年後の姿を想定した都市構造に見直しを行うことが不可欠と考え、「長万部町立

地適正化計画」を策定します。 

将来都市構造 

計画区域：都市計画区域全域 

計画期間：令和3（2021）年 

～令和22（2040）年 

4 

届出制度 

都市再生特別措置法第88条、第108条、第108条の2の規定に基づき、都市機能誘導区域外または居住誘導区

域外において、以下で規定する行為を行う場合、これらの行為に着手する30日前までに、行為の種類や場所など

について、町長への届出が必要となります。 

都市機能誘導区域に関して届出の対象となる行為 

(ア)都市機能誘導区域外における誘導施設の建築等に関する行為 

(イ)都市機能誘導区域内の誘導施設を休止または廃止しようとする場合 

誘導方針図 

開発行為 建築等行為 

・３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

・１戸または２戸の住宅の建築目的の開発行為で、その

規模が1,000㎡以上のもの 

・住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例

で定めたものの建築目的で行う開発行為 

・３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

・人の居住の用に供する建築物として条例で定めたもの

を新築しようとする場合 

・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅

等とする場合 

(ア)居住誘導区域外における建築等に関する行為 

居住誘導区域に関して届出の対象となる行為 
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立地適正化計画におけるまちづくりの基本的な考え方 都市機能誘導区域・居住誘導区域と誘導施設 

求められる機能 分類 誘導施設 維持 誘導 

広域的な都市拠

点としての機能 

行政施設 ・役場 ○  

・消防庁舎 ○  

教育文化施設 ・図書館 ○  

・ホール ○  

・認定こども園  ○ 

日常生活を支え

る生活拠点とし

ての機能 

医療施設 ・病院 ○ ○ 

・診療所  ○ 

集会施設 ・地域振興会館 ○  

社会福祉施設 ・老人福祉施設  ○ 

・認可保育所 ○ ○ 

商業施設 ・食品スーパー ○ ○ 

・ドラッグストア ○ ○ 

・コンビニエンスストア ○ ○ 

金融機能 ・銀行 ○  

・郵便局 ○   維持：現時点で都市機能誘導区域内に立地しており、建替え等の際には、引き続
き都市機能誘導区域内への誘導を図る施設。 

誘導：現時点で都市機能誘導区域内に立地しておらず、新規に整備する場合には、

都市機能誘導区域内への誘導を図る施設。 

居住誘導区域：将来的に一定の人口規模・密度を維持することを目的として、都市機能誘導区域内に立地を誘導する都市機能及び生活利便施設を

利用し、日常生活に必要なサービス等を享受できる範囲に設定 

居住維持区域：本町の基幹産業である漁業従事者が多く居住する職住近接の住宅市街地として、今後も人口維持が見込まれるエリアに設定 


